
瀬戸市手数料徴収条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成２２年９月３０日 

瀬戸市長 増 岡 錦 也  

瀬戸市条例第３２号 

瀬戸市手数料徴収条例の一部を改正する条例 

瀬戸市手数料徴収条例（平成１２年瀬戸市条例第１２号）の一部を次の

ように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 

種類 金額 

＜省略＞ ＜省略＞ 

消防法第１１条第

１項前段の規定に

基づく準特定屋外

タンク貯蔵所設置

許可手数料（岩盤

タンクに係る屋外

タンク貯蔵所を除

く。） 

１件につき５３０，００

０円 

消防法第１１条第

１項前段の規定に

基づく特定屋外タ

ンク貯蔵所設置許

可手数料（浮き屋

根を有する特定屋

外貯蔵タンクのう

ち危険物の規制に 

危険物の貯蔵最大数量が

１，０００キロリットル

以上５，０００キロリッ

トル未満のときは１件に

つき８２０，０００円、

５，０００キロリットル

以上１０，０００キロリ

ットル未満のときは１件 

別表（第２条関係） 

種類 金額 

＜省略＞ ＜省略＞ 

消防法第１１条第

１項前段の規定に

基づく準特定屋外

タンク貯蔵所設置

許可手数料（岩盤

タンクに係る屋外

タンク貯蔵所を除

く。） 

１件につき５８０，００

０円 

消防法第１１条第

１項前段の規定に

基づく特定屋外タ

ンク貯蔵所設置許

可手数料（浮き屋

根を有する特定屋

外貯蔵タンクのう

ち危険物の規制に 

危険物の貯蔵最大数量が

１，０００キロリットル

以上５，０００キロリッ

トル未満のときは１件に

つき９００，０００円、

５，０００キロリットル

以上１０，０００キロリ

ットル未満のときは１件 



関する規則（昭和

３４年総理府令第

５５号）第２０条

の４第２項第３号

の特定屋外タンク

貯蔵所及び岩盤タ

ンクに係る屋外タ

ンク貯蔵所を除く

。） 

につき９９０，０００円

、１０，０００キロリッ

トル以上５０，０００キ

ロリットル未満のときは

１件につき１，１００，

０００円、５０，０００

キロリットル以上１００

，０００キロリットル未

満のときは１件につき１

，４００，０００円、１

００，０００キロリット

ル以上２００，０００キ

ロリットル未満のときは

１件につき１，６４０，

０００円、２００，００

０キロリットル以上３０

０，０００キロリットル

未満のときは１件につき

３，８５０，０００円、

３００，０００キロリッ

トル以上４００，０００

キロリットル未満のとき

は１件につき５，０９０

，０００円、４００，０

００キロリットル以上の

ときは１件につき６，２

９０，０００円 

消防法第１１条第

１項前段の規定に

基づく浮き屋根を

有する特定屋外貯

蔵タンクのうち危

険物の規制に関す

る規則第２０条の

４第２項第３号の 

危険物の貯蔵最大数量が

１，０００キロリットル

以上５，０００キロリッ

トル未満のときは１件に

つき１，１２０，０００

円、５，０００キロリッ

トル以上１０，０００キ

ロリットル未満のときは 

関する規則（昭和

３４年総理府令第

５５号）第２０条

の４第２項第３号

の特定屋外タンク

貯蔵所及び岩盤タ

ンクに係る屋外タ

ンク貯蔵所を除く

。） 

につき１，０９０，００

０円、１０，０００キロ

リットル以上５０，００

０キロリットル未満のと

きは１件につき１，２１

０，０００円、５０，０

００キロリットル以上１

００，０００キロリット

ル未満のときは１件につ

き１，５４０，０００円

、１００，０００キロリ

ットル以上２００，００

０キロリットル未満のと

きは１件につき１，８０

０，０００円、２００，

０００キロリットル以上

３００，０００キロリッ

トル未満のときは１件に

つき４，２３０，０００

円、３００，０００キロ

リットル以上４００，０

００キロリットル未満の

ときは１件につき５，５

９０，０００円、４００

，０００キロリットル以

上のときは１件につき６

，９１０，０００円 

消防法第１１条第

１項前段の規定に

基づく浮き屋根を

有する特定屋外貯

蔵タンクのうち危

険物の規制に関す

る規則第２０条の

４第２項第３号の 

危険物の貯蔵最大数量が

１，０００キロリットル

以上５，０００キロリッ

トル未満のときは１件に

つき１，２３０，０００

円、５，０００キロリッ

トル以上１０，０００キ

ロリットル未満のときは 



特定屋外タンク貯

蔵所設置許可手数

料 

１件につき１，３３０，

０００円、１０，０００

キロリットル以上５０，

０００キロリットル未満

のときは１件につき１，

４８０，０００円、５０

，０００キロリットル以

上１００，０００キロリ

ットル未満のときは１件

につき１，８３０，００

０円、１００，０００キ

ロリットル以上２００，

０００キロリットル未満

のときは１件につき２，

１２０,０００円、２０

０，０００キロリットル

以上３００，０００キロ

リットル未満のときは１

件につき４，３３０，０

００円、３００，０００

キロリットル以上４００

，０００キロリットル未

満のときは１件につき５

，５７０，０００円、４

００，０００キロリット

ル以上のときは１件につ

き６，７７０，０００円 

消防法第１１条第

１項前段の規定に

基づく岩盤タンク

に係る屋外タンク

貯蔵所設置許可手

数料 

危険物の貯蔵最大数量が

４００，０００キロリッ

トル未満のときは１件に

つき５，７５０，０００

円、４００，０００キロ

リットル以上５００，０

００キロリットル未満の

ときは１件につき７，２ 

特定屋外タンク貯

蔵所設置許可手数

料 

１件につき１，４６０，

０００円、１０，０００

キロリットル以上５０，

０００キロリットル未満

のときは１件につき１，

６３０，０００円、５０

，０００キロリットル以

上１００，０００キロリ

ットル未満のときは１件

につき２，０１０，００

０円、１００，０００キ

ロリットル以上２００，

０００キロリットル未満

のときは１件につき２，

３３０，０００円、２０

０，０００キロリットル

以上３００，０００キロ

リットル未満のときは１

件につき４，７６０，０

００円、３００，０００

キロリットル以上４００

，０００キロリットル未

満のときは１件につき６

，１２０，０００円、４

００，０００キロリット

ル以上のときは１件につ

き７，４４０，０００円 

消防法第１１条第

１項前段の規定に

基づく岩盤タンク

に係る屋外タンク

貯蔵所設置許可手

数料 

危険物の貯蔵最大数量が

４００，０００キロリッ

トル未満のときは１件に

つき６，３２０，０００

円、４００，０００キロ

リットル以上５００，０

００キロリットル未満の

ときは１件につき７，９ 



 ５０，０００円、５００

，０００キロリットル以

上のときは１件につき１

０，７００，０００円 

＜省略＞ ＜省略＞ 

消防法第１１条第

１項前段の規定に

基づく特定屋外タ

ンク貯蔵所の設置

許可に伴う完成検

査前検査手数料（

基礎・地盤検査） 

危険物の貯蔵最大数量が

１，０００キロリットル

以上５，０００キロリッ

トル未満のときは１件に

つき４１０，０００円、

５，０００キロリットル

以上１０，０００キロリ

ットル未満のときは１件

につき５４０，０００円

、１０，０００キロリッ

トル以上５０，０００キ

ロリットル未満のときは

１件につき７００，００

０円、５０，０００キロ

リットル以上１００，０

００キロリットル未満の

ときは１件につき９２０

，０００円、１００，０

００キロリットル以上２

００，０００キロリット

ル未満のときは１件につ

き１，０４０，０００円

、２００，０００キロリ

ットル以上３００，００

０キロリットル未満のと

きは１件につき１，６０

０，０００円、３００，

０００キロリットル以上

４００，０００キロリッ 

 ７０，０００円、５００

，０００キロリットル以

上のときは１件につき１

１，８００，０００円 

＜省略＞ ＜省略＞ 

消防法第１１条第

１項前段の規定に

基づく特定屋外タ

ンク貯蔵所の設置

許可に伴う完成検

査前検査手数料（

基礎・地盤検査） 

危険物の貯蔵最大数量が

１，０００キロリットル

以上５，０００キロリッ

トル未満のときは１件に

つき４５０，０００円、

５，０００キロリットル

以上１０，０００キロリ

ットル未満のときは１件

につき５９０，０００円

、１０，０００キロリッ

トル以上５０，０００キ

ロリットル未満のときは

１件につき７７０，００

０円、５０，０００キロ

リットル以上１００，０

００キロリットル未満の

ときは１件につき１，０

１０，０００円、１００

，０００キロリットル以

上２００，０００キロリ

ットル未満のときは１件

につき１，１４０，００

０円、２００，０００キ

ロリットル以上３００，

０００キロリットル未満

のときは１件につき１，

７６０，０００円、３０

０，０００キロリットル

以上４００，０００キロ 



 トル未満のときは１件に

つき１，８２０，０００

円、４００，０００キロ

リットル以上のときは１

件につき２，０３０，０

００円 

消防法第１１条第

１項前段の規定に

基づく特定屋外タ

ンク貯蔵所の設置

許可に伴う完成検

査前検査手数料（

溶接部検査） 

危険物の貯蔵最大数量が

１，０００キロリットル

以上５，０００キロリッ

トル未満のときは１件に

つき４９０，０００円、

５，０００キロリットル

以上１０，０００キロリ

ットル未満のときは１件

につき６３０，０００円

、１０，０００キロリッ

トル以上５０，０００キ

ロリットル未満のときは

１件につき９５０，００

０円、５０，０００キロ

リットル以上１００，０

００キロリットル未満の

ときは１件につき１，３

１０，０００円、１００

，０００キロリットル以

上２００，０００キロリ

ットル未満のときは１件

につき１，６５０，００

０円、２００，０００キ

ロリットル以上３００，

０００キロリットル未満

のときは１件につき３，

１８０，０００円、３０

０，０００キロリットル

以上４００，０００キロ 

 リットル未満のときは１

件につき２，０００，０

００円、４００，０００

キロリットル以上のとき

は１件につき２，２３０

，０００円 

消防法第１１条第

１項前段の規定に

基づく特定屋外タ

ンク貯蔵所の設置

許可に伴う完成検

査前検査手数料（

溶接部検査） 

危険物の貯蔵最大数量が

１，０００キロリットル

以上５，０００キロリッ

トル未満のときは１件に

つき５４０，０００円、

５，０００キロリットル

以上１０，０００キロリ

ットル未満のときは１件

につき６９０，０００円

、１０，０００キロリッ

トル以上５０，０００キ

ロリットル未満のときは

１件につき１，０４０，

０００円、５０，０００

キロリットル以上１００

，０００キロリットル未

満のときは１件につき１

，４４０，０００円、１

００，０００キロリット

ル以上２００，０００キ

ロリットル未満のときは

１件につき１，８１０，

０００円、２００，００

０キロリットル以上３０

０，０００キロリットル

未満のときは１件につき

３，４９０，０００円、

３００，０００キロリッ

トル以上４００，０００ 



 リットル未満のときは１

件につき３，８９０，０

００円、４００，０００

キロリットル以上のとき

は１件につき４，４５０

，０００円 

消防法第１１条第

１項前段の規定に

基づく特定屋外タ

ンク貯蔵所の設置

許可に伴う完成検

査前検査手数料（

岩盤タンク検査） 

危険物の貯蔵最大数量が

４００，０００キロリッ

トル未満のときは１件に

つき９，１００，０００

円、４００，０００キロ

リットル以上５００，０

００キロリットル未満の

ときは１件につき１２，

４００，０００円、５０

０，０００キロリットル

以上のときは１件につき

１７，０００，０００円 

 

＜省略＞ ＜省略＞ 

消防法第１４条の

３第１項又は第２

項の規定に基づく

特定屋外タンク 

蔵所（岩盤タンク

に係る特定屋外タ

ンク貯蔵所を除く

。）の保安検査手

数料 

危険物の貯蔵最大数量が

１，０００キロリットル

以上５，０００キロリッ

トル未満のときは１件に

つき３１０，０００円、

５，０００キロリットル

以上１０，０００キロリ

ットル未満のときは１件

につき４１０，０００円

、１０，０００キロリッ

トル以上５０，０００キ

ロリットル未満のときは

１件につき７２０，００

０円、５０，０００キロ 

 キロリットル未満のとき

は１件につき４，２８０

，０００円、４００，０

００キロリットル以上の

ときは１件につき４，８

９０，０００円 

消防法第１１条第

１項前段の規定に

基づく特定屋外タ

ンク貯蔵所の設置

許可に伴う完成検

査前検査手数料（

岩盤タンク検査） 

危険物の貯蔵最大数量が

４００，０００キロリッ

トル未満のときは１件に

つき１０，０００，００

０円、４００，０００キ

ロリットル以上５００，

０００キロリットル未満

のときは１件につき１３

，６００，０００円、５

００，０００キロリット

ル以上のときは１件につ

き１８，７００，０００

円 

＜省略＞ ＜省略＞ 

消防法第１４条の

３第１項又は第２

項の規定に基づく

特定屋外タンク貯

蔵所（岩盤タンク

に係る特定屋外タ

ンク貯蔵所を除く

。）の保安検査手

数料 

危険物の貯蔵最大数量が

１，０００キロリットル

以上５，０００キロリッ

トル未満のときは１件に

つき３４０，０００円、

５，０００キロリットル

以上１０，０００キロリ

ットル未満のときは１件

につき４５０，０００円

、１０，０００キロリッ

トル以上５０，０００キ

ロリットル未満のときは

１件につき７９０，００

０円、５０，０００キロ 



 リットル以上１００，０

００キロリットル未満の

ときは１件につき９２０

，０００円、１００，０

００キロリットル以上２

００，０００キロリット

ル未満のときは１件につ

き１，１６０，０００円

、２００，０００キロリ

ットル以上３００，００

０キロリットル未満のと

きは１件につき２，８３

０，０００円、３００，

０００キロリットル以上

４００，０００キロリッ

トル未満のときは１件に

つき３，４７０，０００

円、４００，０００キロ

リットル以上のときは１

件につき４，０００，０

００円 

消防法第１４条の

３第１項又は第２

項の規定に基づく

岩盤タンクに係る

特定屋外タンク貯

蔵所の保安検査手

数料 

危険物の貯蔵最大数量が

１，０００キロリットル

以上４００，０００キロ

リットル未満のときは１

件につき２，６６０，０

００円、４００，０００

キロリットル以上５００

，０００キロリットル未

満のときは１件につき３

，１９０，０００円、５

００，０００キロリット

ル以上のときは１件につ

き４，７９０，０００円 

 リットル以上１００，０

００キロリットル未満の

ときは１件につき１，０

１０，０００円、１００

，０００キロリットル以

上２００，０００キロリ

ットル未満のときは１件

につき１，２７０，００

０円、２００，０００キ

ロリットル以上３００，

０００キロリットル未満

のときは１件につき３，

１１０，０００円、３０

０，０００キロリットル

以上４００，０００キロ

リットル未満のときは１

件につき３，８１０，０

００円、４００，０００

キロリットル以上のとき

は１件につき４，４００

，０００円 

消防法第１４条の

３第１項又は第２

項の規定に基づく

岩盤タンクに係る

特定屋外タンク貯

蔵所の保安検査手

数料 

危険物の貯蔵最大数量が

１，０００キロリットル

以上４００，０００キロ

リットル未満のときは１

件につき２，９２０，０

００円、４００，０００

キロリットル以上５００

，０００キロリットル未

満のときは１件につき３

，５００，０００円、５

００，０００キロリット

ル以上のときは１件につ

き５，２６０，０００円 



＜省略＞ ＜省略＞ 
 

＜省略＞ ＜省略＞ 
   

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２２年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際、現に申請を受理しているものに係る手数料につ

いては、なお従前の例による。 


